
 

 

食と放射能に関する消費者交流事業企画提案書作成要領 

令和６年２月２８日 福島県  

この「企画提案書作成要領」は、福島県（以下「県」という。）が実施する食と放射能に関す

る消費者交流事業（以下「本業務」という。）に係る契約の候補者の決定に関し、食と放射能に

関する消費者交流事業公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）に参加す

る者（以下「審査委員会参加者」という。）が企画提案書等を作成するために必要な事項を定め

るものである。 

審査委員会参加者は、別添の「食と放射能に関する消費者交流事業公募型プロポーザル募集

要領」及び「業務仕様書」を確認の上、本作成要領により必要な書類を提出するものとする。 

１ 提出する書類 

(1) 企画提案書 

ア 様式 
任意とし、日本工業規格Ａ４判２５ページ以内（表紙、目次を除く。）とする。 
ページ番号は目次を除いて通し番号とし、各ページの下部中央に記載すること。 
なお、表紙には【様式２―１】を使用すること。 

イ 盛り込むべき内容 
(ｱ) 食と放射能に関する関東・東北・北陸地方の消費者の現状認識 

(ｲ) 現状認識を踏まえた課題とその解決方法 

(ｳ) 基本的な取組方針 

(ｴ) 提案企画の特徴、詳細及び実施スケジュール 

(ｵ) 情報発信の手法と見込まれる効果 

(ｶ) 参加者が「食と放射能」を効果的に学べる取組 

(ｷ) 参加者から他の消費者へ情報を波及させるための取組 

(ｸ) 事業効果が一過性とならないための取組 

(ｹ) 県産品の消費拡大や実際の来県に繋がるための工夫 

(2) 受託後の執行体制図     【様式２－２】を使用すること。 

(3) 見積書 

ア 様式 
  任意とし、大きさは日本工業規格Ａ４判とする。 
イ 盛り込むべき内容 

本業務の履行に要する経費を全て盛り込み、委託契約額の上限の範囲内で見積ること。 
２ 提出部数 

正本１部、副本（コピー）６部 
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